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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 

 

富士川町 

 

１ 促進計画の区域 

 

別紙地図に記載のとおりとする。 

 

２ 促進計画の目標 

 

１．旧増穂町地域（平野部） 

(1) 現況 

本地域は、扇状地に属する平坦地及び中山間地である。主に平坦地は田、中山間地は畑・

樹園地として利用され、生産性の高い農地が多い一方、平坦地は市街化が進み、離農者が

みられることから意欲ある経営体への農地の利用集積を図り、優良農地を確保していく必

要がある。 

(2) 目標 

(1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項第１号、第２号及び３号に掲げる事業を推

進し、耕作放棄地発生の防止と多面的機能の発揮の促進を図ると共に、環境負荷の軽減に

配慮した農業の生産方式を普及していくことで、生物多様性を保全していく。また、第２

号に掲げる事業の実施にあたっては、第１号に掲げる事業の活用も踏まえた検討を行い、

より効果的な事業実施を行う。 

 

２．旧増穂町地域（山間部） 

(1) 現況 

  本地域は、標高400～700ｍに位置する山間地であり、主に畑や棚田として利用されてい

る。棚田については、ほ場面積が小さく、農作業の省力化は困難であり、担い手不足を解

消することが必要となってくる。 

(2) 目標 

(1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項第１号及び第２号に掲げる事業を推進し、

耕作放棄地発生の防止と多面的機能の発揮の促進を図ることとする。また、第２号に掲げ

る事業の実施にあたっては、第１号に掲げる事業の活用も踏まえた検討を行い、より効果

的な事業実施を行う。 

 

３．旧鰍沢町地域 

(1) 現況 

本地域は、平坦地および中山間地であり、主に平坦地は田、中山間地は畑・樹園地とし

て利用されている。農業従事者の高齢化や集落からの人口の流出により遊休農地化が懸念

されるため、各種事業を活用し、農地の保全に努める必要がある。 
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(2) 目標 

(1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項第１号及び第２号に掲げる事業を推進し、

耕作放棄地発生の防止と多面的機能の発揮の促進を図ることとする。また、第２号に掲げ

る事業の実施にあたっては、第１号に掲げる事業の活用も踏まえた検討を行い、より効果

的な事業実施を行う。 

 

 

３ 法第６条第２項第１号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業 

に関する事項 

 

 実施を推進する区域 実施を推進する事業 

① 
旧増穂区域（平野部） 法第３条第３項第１号に掲げる事業及び同項第２号、第３

号に掲げる事業 

② 旧増穂区域（山間部） 法第３条第３項第１号及び同項第２号に掲げる事業 

③ 旧鰍沢区域 法第３条第３項第１号及び同項第２号に掲げる事業 

 

４ 法第６条第２項第１号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施 

を推進する区域を定める場合にあっては、その区域 

 

設定しない。 

 

５ その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項 

中山間地域等直接支払に取り組む対象を次のとおり定める。  

（１）対象農用地の基準  

１）対象地域及び対象農用地の指定  

 交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件を満たす農

振農用地区域内の農用地であって、１ｈａ以上の一団の農用地とする。ただし、連担部分が１

ｈａ未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる

複数の団地の合計面積が１ｈａ以上であるときは、対象とする。また、連担している農用地で

も傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農用地を指定することができる。  

 更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基準を満たしている場

合においては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地とすることができる。た

だし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用地面積に加え

る。  

 

ア 対象地域  

富士川町全域（特定農山村法） 

富士川町一部（山振法：平林村、穂積村、五開村） 
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イ 対象農用地  

（ア）急傾斜農用地については、田 1/20 以上、畑、草地及び採草放牧地 15 度以上勾配は、団

地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾

斜基準を満たす場合には交付金の対象とする。  

（イ）自然条件により小区画・不整形な田  

（ウ）市町村長の判断によるもの  

ａ 緩傾斜農用地（田を除く。ただし、旧鰍沢町内では緩傾斜農用地を全て対象とする。）  

(a)急傾斜農用地と連担している緩傾斜農用地 

一団のまとまりを形成している緩傾斜農用地が、一団の急傾斜農用地と物理的に連担し

ている場合（この場合急傾斜農用地と同一の集落協定内において、通作、水管理等上流

の急傾斜農用地を維持する上で必要な一団の農用地に限る。） 

(b)緩傾斜という条件に別の農業生産条件の不利性が加わる場合 

(ⅰ)緩傾斜農用地が高齢化の進行により耕作放棄が進んでいる場合 

緩傾斜農用地を含む協定集落に係る高齢化率・耕作放棄率の両者が全国平均以上と

する（高齢化率 30％以上、耕作放棄率：田５％以上、畑（草地含む。）10％以上） 

(ⅱ)土壌条件が著しく悪い場合 

(ⅲ)その他 

ｂ 高齢化率・耕作放棄率の高い農地 

急傾斜農地及び緩傾斜農地以外の農地で高齢化率 40％以上、耕作放棄率：田８％以上、畑

（草地含む。）15％以上の農地 

 

（２）対象者  

 対象者は、集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う者と

する。 

１）耕作、農用地管理等を行う者（農業生産法人、生産組織、第３セクター等を含む。）を対

象とする。農用地の所有者と作業の受託者等が共同して維持・管理を行っている場合等にあ

っては当事者間の話し合いによりいずれかを対象者とする。農業委員会等は、協定が円滑に

締結されるよう、必要とあれば農用地の所有者と農業生産活動等を行う者との調整を行う。 

２）農業従事者一人当たりの所得が山梨県の都市部の勤労者の一人当たりの平均所得を上回る

農業者については、集落協定による直接支払いの対象としない（一団の農用地の下限面積と

の関係もあり、このような農業者の耕作する農用地も集落協定に含めることができるが、直

接支払いの対象とはしない。）が、個別協定の対象とはする。ただし、当該農業者が水路・

農道等の管理や集落内のとりまとめ等集落営農上の基幹的活動において中核的なリーダー

としての役割を果たす担い手として集落協定で指定された者であって、当該者の農用地に対

して交付される額を集落の共同取組活動に充てる場合は、直接支払いの対象とする。 

 

（３）その他必要な事項  

 土地改良通年施行に係る事業の概要、現に災害を受けている農用地の災害復旧事業の概要及

び田から畑への地目変換等必要な事項について、記述するものとする。  


